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ノウフク野菜を購入する人の喜ぶ様子がやりがい
　～作業効率の見える化で切磋琢磨～

巻頭インタビュー

◉JAS協会の活動
「食育推進全国大会 in おおさか」は
多くの来場者で盛り上がりました

◉消費者庁 個別品目ごとの
　表示ルール見直し分科会（第1回）
個別品目ごとの表示ルールの見直し検討始まる
～調理冷凍食品の個別ルールは、廃止の方向へ～

◉業界の動向 　　
完全食品をお米で考える

教えて食品表示
～ 消費者庁の食品表示調査官に聞きました ～

おどろ木 桃ノ木 山椒の木お

どんとこい有機
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下記の件について、官報に掲載されましたのでお知らせします。

なお、直近 日間分の官報は、独立行政法人国立印刷局が提供しているインターネット版「官報」

でご覧いただけます。（ ）

〔告 示〕

○ 生産情報公表農産物の日本農林規格の一部を改正する件（令和 年 月 日農林水産省告示第

号）

○ 生産情報公表農産物についての生産行程管理者及び外国生産行程管理者の認証の技術的基準の一

部を改正する件（同第 号）

○ 生産情報公表農産物についての小分け業者の認証の技術的基準の一部を改正する件（同第 号）

○ 生産情報公表農産物の生産行程についての検査方法の一部を改正する件（同第 号）

官官 報報 情情 報報  



  

下記の件について、官報に掲載されましたのでお知らせします。

なお、直近 日間分の官報は、独立行政法人国立印刷局が提供しているインターネット版「官報」

でご覧いただけます。（ ）

〔告 示〕

○ 生産情報公表農産物の日本農林規格の一部を改正する件（令和 年 月 日農林水産省告示第

号）

○ 生産情報公表農産物についての生産行程管理者及び外国生産行程管理者の認証の技術的基準の一

部を改正する件（同第 号）

○ 生産情報公表農産物についての小分け業者の認証の技術的基準の一部を改正する件（同第 号）

○ 生産情報公表農産物の生産行程についての検査方法の一部を改正する件（同第 号）

官官 報報 情情 報報  

株式会社いずみエコロジーファーム
代表取締役社長 神﨑 裕也 氏、専務 渡辺 治 氏（文中、敬称略・ 月 日取材）

［聞き手 協会専務理事 島﨑 眞人］

大阪いずみ市民生協グループ（いずみ生協）

では、循環型社会の実現に向け、販売店舗でで

た野菜の外葉などの食品残渣を堆肥としてリ

サイクルし、店舗や宅配で販売する野菜作りに

活用する取り組みを行っており、独自の食品リ

サイクルループを構築しています。

今回は、いずみ生協の食品リサイクルループ

の中で、ノウフク連携に取り組みながら、小松

菜やきゅうりを中心とした野菜作りを行って

いる「株式会社いずみエコロジーファーム」の

神﨑社長と渡辺専務に、ノウフク連携に取り組

まれた経緯や、ノウフクへの思いについてお話

を伺いました。

島﨑 ㈱いずみエコロジーファームは

年に設立されたとのことですが、設立当初から

ノウフク連携に取り組まれていたのでしょうか。

神﨑 設立当初は、障がいをお持ちの方の雇

用は考えていませんでしたが、いずみ生協とし

て社会貢献（地域との共存）に力を入れている

関係もあり、設立から 年後の 年度から

「就労継続支援 型事業所」を開設し、障がい

をお持ちの方を利用者として正社員雇用する

取り組みを始めました。

渡辺 初年度は、我々スタッフもノウフク連

携に対するノウハウがなかったため、試験的に

名のみの採用でしたが、一緒に働く中で徐々

に利用者の方の特性を理解した業務分担がで

きるようになり、最大で 名の方に働いてい

ただいていた時期もあります。

島﨑 現在、働かれている利用者の方は何名

くらいいらっしゃるのでしょうか。

神﨑 現在は、畑での作業場に 名、収穫した

野菜の袋詰めなどを行う加工室に 名、堆肥化作

業場に 名、合計 名の方が働かれています。

ノウフク連携をはじめたきっかけ

イ ン タ ビ ュ ー

ノウフク野菜を購入する人の喜ぶ様子がやりがい
～～作作業業効効率率のの見見ええるる化化でで切切磋磋琢琢磨磨～～

▲ ㈱いずみエコロジーファーム

神﨑社長（右）と渡辺専務（左）
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具体的な作業内容として畑での作業を例に

挙げると、「トラクターでの耕耘→整地→播種

→水やり→除草→収穫→収穫後のハウス清掃」

に至るまで、公道での運転を除く全ての作業を

障がい特性に合わせて行っていただいています。

島﨑 インタビュー前に、月末に定例で行わ

れている「ほ場会議」の様子を見学させていた

だきましたが、月の出荷の実績数や個人ごとの

収穫数の変動など、利用者の方と細かく数値で

報告し合いながら、反省点や今後の目標につい

て積極的に話し合われている様子に大変驚き

ました。

神﨑 ありがとうございます。こうした会議を

行っている背景には、営農面積と出荷量が増加し

たことで、利用者の方の作業能力の向上が必要と

なったことが要因としてあります。

作業効率の見える化に取り組む以前は、利用

者の方の中で「自分は障がいをもっているので

作業が遅くても仕方ない」といった後ろ向きな

考えの方も多く、スタッフからも「成長はして

いるが、明確な指標がないため適正な評価がで

きない」という声があがっていました。

数値を出して、毎月会議で発表するようにな

ったことで、皆さんが切磋琢磨しながら前向き

に作業に取り組んでくれるようになり、作業効

率も大幅に向上しました。

渡辺 私達スタッフは、共に働く彼らの能力

を信じていますし、自分自身の成長を楽しみな

がら働いている彼らの姿にいつも元気をもら

っています。

就労継続支援 型事業所は、障がいをお持ち

の方の働く機会を提供するとともに、一般企業

などに就職するために必要な知識と能力を身

につけるための訓練を行う場所でもあります。

本人が希望し一般就労を果たした場合にも、彼

らが新たな職場で困ることがないよう、ご家族と

も連携して、彼らの成長をサポートしています。

島﨑 棟にも及ぶビニールハウスで小松

菜やきゅうりの栽培を行われているとのこと

ですが、これだけの規模で事業をされていて、

毎年黒字で決算を迎えられているのは、本当に

立派だと思います。

神﨑 設立時から「赤字を出さないこと」は、

最低条件として常に意識してきました。

赤字経営が続くと会社は倒産し、従業員を解

雇する必要が出てきます。健常者でも再就職が

困難な現代で、障がいをお持ちの方はさらに苦

労をすることが容易に想像できます。そのため、

作業効率の見える化とその効果

▲ 月末のほ場会議の様子

ノウフクを支える 確かな経営戦略

▲ ㈱いずみエコロジーファーム 神﨑社長（右）

と 協会 島﨑専務（左）
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「赤字経営は絶対にできない」という強い意志

を持って経営しています。

 

島﨑 今後の展望や目標がありましたら、教

えていただけますか。

神﨑 現在ありがたいことに、順調に農地が

増えてきているのですが、農地を増やしてもす

ぐにはビニールハウスを建てることはできませ

ん。当分は露地栽培を行い、準備が整ったらビニ

ールハウスを増やしていきたいと考えています。

また、生産量が増加するともちろん作業量も増

加しますので、人材の確保が必要となります。

渡辺 現在は利用者の方についても 時間

日のみの採用で働いていただいていますが、今

後は短時間での勤務などフレキシブルな採用

を行い、人材確保を進めるとともに、作業の機

械化や省力化を進めていければと考えていま

す。

島﨑 これから、新たにノウフク連携に取り

組むことを考えている事業者の皆様へのアド

バイスはありますか。

神﨑 とにかく一度ノウフク事業者を見学

してほしいと思います。

私自身も就労継続支援 型事業所として営

業を始める前に、当時すでに農業に取り組んで

いた生協ひろしまや、コープこうべに見学にい

きました。実際にどのように経営を行っている

のか、作業をされている利用者の方の様子など、

実践的な情報が得られたのは、事業計画を立て

る上でかなり有益であったと感じています。 

㈱いずみエコロジーファームの

ほ場の様子

小松菜の

袋詰め作業の様子
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島﨑 御社では 年 月にノウフク

の認証を取得されたとのことですが、当時制定

されたばかりであったノウフク （同年 月

制定）を取得された決め手がありましたら、教

えてください。

神﨑 当時すでに利用者の方に 年近く野

菜を栽培いただいていたので、自分達が特別な

ことをしているという感覚はなく、「ノウフク

」を取得して活動をアピールするという考

えはありませんでした。しかし、同じノウフク

連携の活動を行っている他の事業者との繋が

りや、情報交換ができるのではないかと考え、

取得を決意しました。

島﨑 ノウフク を取得されたことで、消

費者の方からの反響はありましたか。

渡辺 ノウフク を取得するまでは、障が

いをお持ちの方が生産された野菜であるとい

うことを、あえて宣伝していませんでしたが、

ノウフク の取得をきっかけにお客様にノ

ウフク連携で生産されていることをお伝えし

て販売するようになりました。

お客様の中には、応援したいという思いから

購入してくれている方もいて、大変ありがたく

感じています。

神﨑 他にも、認証機関の日本基金さんを通

じてノウフクのマルシェに出店させていただ

くことがあるのですが、「野菜を買ってくださ

ったお客様の喜ぶ様子」を直接見ていただける

ので、利用者の方のやりがいにも繋がっていま

す。 

他のノウフクに取り組む事業者さんとも活

発な意見交換ができるため、こうしたマルシェ

などの交流の場がさらに広がっていくことを

期待しています。

島﨑 当協会でも、食育推進全国大会などに

出店して 製品の展示を行うことがあるの

ですが、消費者の方に直接 の魅力を伝えら

れる大変貴重な機会だと感じています。

コロナが落ち着いて、少しずつこうした対面

のイベントが開催できるようになってきてい

るので、私たち 協会としても積極的に情報

発信の場に参加し、ノウフク をはじめとし

た の普及啓発に力を入れていきたいと思

います。

本日は貴重なお話しをお聞かせいただきあ

りがとうございました。

人と人とを繋ぐ ノウフク

 

令和 年 月 日・ 日に開催された第 回食育推進全国大会の 協会展示ブースに

㈱いずみエコロジーファームの小松菜ときゅうりを展示させていただきました！

 

協協会会展展示示ブブーースス とと 展展示示のの様様子子

食育推進全国大会の当日の様子は本紙 にて詳しくご紹介しています。
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× 工法は、明治

時代に北米から伝わ

りました。著名な建

築物としては、札幌

の時計台などがあり

ます。日本では、

年に建築基準法で技

術基準が定められたことからオープン化され、

技術基準に従うことにより、誰でも設計・施工

できるようになりました。当初は米ツガのグリ

ーン材を使用していましたが、施工後の形状変

化に不都合をきたし、 年後半に 材

の採用が始まりました。

× 工法は木材による枠組に構造用合板等

を打ち付け、壁、床及び天井（屋根）を構成す

る 面体の壁式工法です。北米生まれの工法で

あることから、寸法規格もインチサイズとなっ

* 材： とは、北米産針葉樹であるスプルース（ ／トウヒ）、パイン（ ／松）、ファー（

／もみの木頭文字をとった総称。 材は、人工乾燥された材（ ）のこと。 

ているため、使用される製材の多くは、特にカ

ナダ産の です。代表的なサイズは （

㎜×89 ㎜）、 （ ㎜×140 ㎜）、 （ ㎜

×184 ㎜）、 （ ㎜×235 ㎜）、 （ ㎜

×286 ㎜）、 （ ㎜×89 ㎜）の 種類にな

ります。

昨年 年度新設住宅着工戸数 万戸

のうち × 工法は 万戸（約 ％）を占め、

木造住宅 万戸に占める割合も約 ％にの

ぼります。また近年では、大型化・高層化が難

しいと言われてきた木造建築の課題をクリア

２２
ツー

××
バイ

４４
フォー

工工法法のの歴歴史史とと現現在在  １
日本ツーバイフォーランバーJAS 協議会 事務局長 藤谷 裕 

２２
ツー

××
バイ

４４
フォー

ラランンババーー工工法法ととＪＪＡＡＳＳのの紹紹介介
格格付付技技術術のの向向上上をを図図るる競競技技大大会会をを実実施施  

おおどどろろ木木  桃桃ノノ木木  山山椒椒のの木木

▲ 札幌市時計台

▲ 代表的なランバーのサイズ

▲ × 工法

▲  （三井ホーム撮影）
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し、文教保育施設や木造マンション等の施設系

物件についても、ツーバイフォーランバーが多

く活用されております。

本会は、枠組壁工法構造用製材の 認定工

場が結集し、会員相互間の協調と関係行政官庁

との連携を保ちつつ、業界共通の問題に対処す

るとともに、日本農林規格（以下「 」とい

う。）の適正な運用を図り、関連業界の発展に

寄与することを目的として、昭和 年 月に

設立し、現在 社 工場の通常会員と、 社

の賛助会員のもとに活動を展開いたしており

ます。

本会は、ツーバイフォーランバーに関する国

内唯一の任意業界団体として、海外ツーバイフ

ォーランバーの製材メーカーおよびその業界

団体の対応窓口や、農林水産省はじめ関連行政

機関に対応するツーバイフォーランバー製材

に関する国内業界窓口を担い、協議会設立当初

から、品質指導と会員の技術力向上に積極的に

取り組み実績を積上げてきた歴史を持ちます。

日本ツーバイフォーランバー 協議会主

催で、枠組壁工法構造用製材の選別格付競技大

日日本本ツツーーババイイフフォォーーラランンババ
ーーＪＪＡＡＳＳ協協議議会会ににつついいてて  ２

枠枠組組壁壁工工法法構構造造用用製製材材選選別別
格格付付競競技技大大会会のの開開催催  

▲ 競技風景

▲ ランバーの欠点因子
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会を隔年で開催しています。この競技大会は、

に基づいた現物を対象とした見方の統一

と、格付技術の向上を図るものであり、ひいて

は円滑な 製品の流通、および需要拡大に資

するものとして、農林水産省をはじめ関係機

関・団体のご後援をいただき実施して参りまし

た。

昨年は第 回大会を名古屋市中小企業振興

会館において開催、全国から 名の格付技士

が参加し、枠組壁工法構造用製材の に基づ

いて、ランバー 本（ ＝ 本、

＝ 本 について、 本を ブロックと

し、各ブロック 分間の持ち時間で、品質基準

の欠点因子を確認し、各ランバーの等級判定を

行い、その判定結果の精度を競い合いました。

ランバーは によって、節、割れ、曲がり、

そり、丸身、ねじれ等の各検査項目に対し、そ

の程度により強度的性能が区分され、種別と等

級が決められております。競技大会では、短い

時間でこれら欠点因子の程度を見極め、種別と

等級を判定することとなります。各社から選出

された参加者の技量は、いずれも大変優れてお

り、改めて 製品の品質の確かさを示すもの

となりました。

これまで、我々ツーバイフォー業界では、北

米材を主力の資材として調達して参りました

が、我が国の森林資源は、国土の約 割を占め

るといわれる森林面積から産出され、大変豊富

な物量を有しており、我々としては、国際情勢

に左右されにくい、安定的な資材確保の体制を

構築するといったリスク分散の観点からも、国

産材や欧州材の活用を進めており、その動きは、

ウッドショックを契機として、さらに加速して

参ったところです。また、近年では、カーボン

ニュートラルや （エス・ディー・ジーズ）

に対する企業の取組みが注目されるようにな

り、特に国産材の活用に関しては、我が国にお

ける地球温暖化対策に資するものとして、関係

する林産業の皆様と共に、取り組みを進めてお

ります。

ツーバイフォー工法に使用する木材は、国産

材においては の認証が必須となります。国

内に広く分布する国産スギ材は、 Ⅱの樹種群

に分類されます。

スギ材の活用はその物量の観点や、政府が打

ち出している花粉症対策の観点から、利用促進

が求められておりますが、解決すべき課題があ

ります。一つは、 材に比して曲げ強度が弱

く、横架材への利用ができない等の品質面での

課題です。また一つは、幅広材や長尺材などの

アイテムが調達できない（表 ）といった課題

です。

枠組壁工法構造用製材の 認証工場は増

えてきてはおりますが、ツーバイフォーランバ

ーの 材は、在来工法に使用する木材とは異

なる幅や長さへの加工や、乾燥機等の設備が必

要となるため、その生産工場の数はまだまだ充

分とは言えず、さらなる整備が必要となってい

ます。また、現在、 （フィンガージョイント）

による長尺材や幅広材の生産が一部始まって

おりますが、輸入材を国産材に置き換えていく

には、さらに生産能力を拡大する必要がありま

す。我々業界としては、このような状況を踏ま

え、輸入材とのバランスを取りながら、国産材

の供給を促進して参ります。

▲ 表彰式

国国産産材材のの活活用用ににつついいてて  
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▲ スギ・ヒノキの人工林の全国分布

資料：林野庁「森林資源の状況（平成 年 月 日現在）

表 国産材で製材されて無い品目（網掛部分）

資料：三井ホーム株式会社
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都都市市だだかからら利利用用ででききるる有有機機資資源源をを使使っったた有有機機農農業業  

～東京都青梅市でニンジン、タマネギ、キャベツに取り組む～ 

原産地は東京都、ニンジン、タマネギ、キャベツの有機栽培を行って出荷しています。新規就

農して 年、周りには有機栽培の仲間も増えてきました。東京都青梅市のヤナガワファームの取

り組みについてご紹介します。

ヤナガワファーム 柳川 貴嗣

ヤナガワファームのご紹介 

． 新規就農を志す

私は東京都青梅市でヤナガワファームの屋

号で有機農業を営んでいる柳川貴嗣と申しま

す。現在の耕作面積は約 で、有機の認証を

取得しています。東京都の農業は狭い農地が多

いため、ハウス栽培や少量多品目で経営してい

る農家が多いのですが、うちはニンジン、タマ

ネギ、キャベツの 品目に絞り、各品目の生産

量を増やす「中量小品目」での経営をしていま

す。この中量小品目は私の造語でして、比較的

都市近郊に存在する経営体です。大量というほ

どの量を作っているのではないのですが、少量

というほど少なくもない、所謂日本社会の目指

してきた農業版の「中流」に位置すると思って

います。

学生時代は環境社会学を専攻し、農業から環

境問題にアプローチできるのではと思い、この

世界に飛び込みました。大学を卒業後、就農を

目指し 年に農業法人に入社しました。入

社当時は社会的に農業への関心が高まり始め

ていたころで、どこの会社も手探りでもがきな

がら進んでいた印象です。農業法人時代は千葉、

北海道などで主にレタスやダイコンを生産し

ていました。このころ経験が少量多品目に流れ▲ ニンジン畑：陽熱処理と中耕管理により、

雑草が抑えられている

▲ ニンジンの収穫：緑肥と生ゴミ堆肥により

品質と食味、歩留まりが上がる

どんとこい有機 
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ていかなかった現在の経営スタイルの基にな

っています。そしてその後 年に退職し、

同年の 月に地元である青梅市で新規就農し

ました。現在、東京都では 名ほどの新規就

農者がいますが、私は東京都で 人目、青梅市

では初となる新規就農でした。

． ヤナガワファームの紹介

私の農業経営の特徴は「都市型の循環型農業」

という点にあります。有機農業は地域資源を活

かすことが必須ですが、都市部では家畜の糞尿

で作る堆肥が手に入りません。そのため、ヤナ

ガワファームでは、クラフトビール工房から出

る麦芽カス、お豆腐屋さんから出るおから、木

工所から出るオガクズを原料とした堆肥作り

を行っています。都市部ならではの有機物で循

環型農業をしています。

主な販路は仲卸を通じた小売店への販売を

メインとし、地元学校給食などにも卸していま

す。また、今年度から近年需要が高まっている

カット野菜工場への出荷も決まり、規模拡大を

計っています。

． 年栽培の状況

近年の気候の変化は、当然ながら農業には大

きな影響を及ぼします。その変化の中でも運も

味方してくれたのでしょうか、 年の前半

までの作柄はおおむね良好でした。 月を除け

ば例年よりも気温が高く推移していたことで

キャベツは腐敗などの懸念がありましたが、大

きなダメージもなく価格も高めで安定してい

ました。ここ数年は暖冬の傾向にあるため、品

種を見直し、収穫の期間を長くする体系にシフ

トしていくことを視野に置いています。

都市にある資源を活かす 

． 先進的な農業技術

東京都は農家数や規模、技術や生産力では他

府県には及ばないため、地域での情報や技術の

蓄積がないことが課題です。そのため千葉、埼

玉、茨城などの有機農家と情報交換をしていま

す。

ここ数年の農業機械の変革には目を見張る

ものがあります。当初、北海道の農家から導入

が始まった自動操舵技術は全国へ広まりつつ

あります。また、農機具メーカーも中間管理に

力を入れており、自走式から乗用への進化、ド

ローンや自動操舵、 が導入されることによ

り、一経営体がより大きな面積を管理すること

を可能にしています。これは有機農業において

非常に大きな意味を持ちます。もちろん各地域

による条件はありますが、これらの恩恵で有機

農業の最大のネックである除草作業が大幅に

省力化されることは一つの分岐点になると感

じました。

しかしその一方で、このことが「中量小品目」

の経営体に大きな危機をもたらします。機械導

入によって生産性が上がれば全体の価格は下

▲ キャベツ：生ゴミ堆肥、太陽熱処理、適

宜防除を行うことで、虫の被害が少ない

10　JASと食品表示 ◆ 2024.7



がります。価格が下がれば量を作る農家しか残

れなくなります。これは市場原理からみれば当

然のことであり、価格以外の価値を作らなけれ

ば生き残ることはできません。いつの時代もそ

うですが、いかに顧客の心をつかむか、商品に

ストーリーがあるかが問われます。有機農業に

はその可能性が多分にあると考えています。

． 農地転用で農地が減っていく

私の住む青梅市から隣接している入間市に

かけて、関東ローム層の優良な黒ボク土壌が広

がります。お茶の産地である狭山市が近いこと

もありお茶農家が多いのですが、露地野菜はそ

の土質を生かして、サトイモやネギなどが作ら

れてきました。しかし、高齢化に伴う生産者の

減少により、農地の転用の話を耳にするように

なりました。この農地転用は全国のいたるとこ

ろで行われており、地域経済を守るための逆転

ホームランのように行われています。当然、転

用される農地は大きな面積を確保できるとこ

ろが「狙われて」いくのですが、そのような場

所は農業用地としても高生産性が認められる

場所でもあります。日本全体の耕地面積は

万 （令和 年）で、田畑共に減少傾向

にあります。急激に人口が縮小していく日本で、

あるものをうまく使っていく現実に則した有

機農業を行うことが必要になります。 年

には日本人の約 人に 人が 歳以上となり、

今まで日本の農業を支えてきた方々がいわゆ

る後期高齢者となります。有機、慣行の枠を超

えて、日本の農業として生産者の減少、肥料の

高騰などの諸問題を鑑みたとき、果たしてどの

選択肢を選ぶのがよいのでしょうか。

． 注目される農業資源の活用

日本はチッソ輸入大国と言われていますが、

化成肥料によって作られる飼料は有機農業で

利用される堆肥になるため、化成肥料の高騰は

有機農業への影響も少なくありません。有機農

業と慣行農業は表裏一帯の関係にある為、この

問題を考えるときに有機と慣行を安易に切り

離してしまうのは危険だと感じます。そのこと

もあり、汚泥の有効活用に着目しています。日

本の下水汚泥の肥料としての利用は約 割で、

残りの 割は焼却されコンクリートなどにさ

れています。現状の有機 での汚泥肥料の利

用にはまだまだハードルが高いのですが、埼玉

県では農林水産省が新設した規格である「菌体

リン酸肥料」として汚泥の焼却灰を利用してい

ます。そういった取り組みを広く議論し、肥料

を海外に依存しきっている状況を農業全体の

課題として認識していく必要があるのではと

感じます。

▲ キャベツ畑のようす：中耕管理と防除のタイミ

ングさえ抑えれば、無被覆でキャベツができる
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協会は、 の普及啓発の活動の一環として、 月 日（土）、 日（日）に大阪南港

ホール（大阪府大阪市）で行われた「ワクワク 第 回食育推進全国大会 おおさか」

に出展しました。今回の大会は 年に開催予定の大阪・関西万博のプレイベントとして実施さ

れ、 日間で約 名のご来場がありました。（主催者発表）

▲ 協会のブース

各ブースの様子
▲ 一般社団法人 ソース工業会

一般社団法人 トマト工業会
▲ 日本醤油協会

▲ 主催者挨拶

農林水産大臣政務官

高橋 光男 氏

「食育推進全国大会 in おおさか」は 

多くの来場者で盛り上がりました

JAS 協会の活動
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▲ 品展示コーナー

ブースに設置した顔パネルで

保護者の方々が写真撮影を

していました。

▲ 釣りゲームに成功した子供には 品をプレゼント
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今大会は を超える団体が展示・販売ブー

ス、飲食ブースが出展し、大阪の食文化を楽し

めるイベントとなりました。

協会のブースでは、会員の皆様からご提

供いただいた 品の展示と、釣りゲームを実

施しました。参加したお子様に、団体及び企業

の方からご提供いただいた提供品やパンフレ

ット等を配布、及び マークを探して応募す

ると抽選で景品が当たる「さがそう マー

ク」のチラシを配布しました。

また、ブースに訪れた来場者には マーク

に関するアンケートを実施しました。アンケー

トを通して積極的に質問してくださる方や、

「 マークは知っているが、その意味は知ら

なかった。」という声もあり、 マークを知

ってもらうきっかけとなりました。

なお、来年度の食育推進全国大会は、 年

月 日（土）及び 日（日）に徳島県立産業

観光交流センター（徳島県徳島市）にて開催さ

れる予定です。

配布品をご提供いただいた団体及び企業の皆様に

お礼申し上げます。
配配布布品品ををごご提提供供いいたただだいいたた皆皆様様

■ 団体

・（一社）日本植物蛋白食品協会 ・全国パン粉工業協同組合連合会

■ 企業

・旭トラストフーズ㈱ ・大川食品工業㈱ ・㈱トリイパン粉

・㈱浜乙女 ・㈱丸十大屋 ・サントリー食品インターナショナル㈱

・富士パン粉工業㈱ ・フライスター㈱ ・マルコメ㈱

・雪和食品㈱
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令和 年 月 日に、令和 年度食品表示

懇談会 第 回 個別品目ごとの表示ルール見

直し分科会が開催されましたので、以下に概要

をお伝えします。

議議 題題

（ ）委員紹介

（ ）令和 年度食品表示懇談会開催要領につ

いて

（ ）個別品目ごとの表示ルールについて

（ ）調理冷凍食品の個別品目ルールの説明及

びヒアリング（一般社団法人日本冷凍食

品協会）

冒頭、消費者庁の依田審議官から、分科会開

催の背景について説明があり、個別品目ごとの

表示ルールについて憚なく審議頂きたいと挨

拶がありました。

始めに、本分科会の森光 康次郎座長（国立大

学法人 お茶の水女子大学大学院 人間文化創成科学研

究科 教授）及び小川 美香子座長代理（東京海洋

大学 学術研究院 食品生産科学部門 准教授）等の委

員の自己紹介がありました。弊会専務理事の島

﨑 眞人も本分科会の委員として参加させて頂

いており、日ごろ会員の皆様から頂くご意見を

検討の場にお届けしてまいります。

続いて、「令和 年度食品表示懇談会開催要

領」について消費者庁食品表示課の清水課長か

ら、「個別品目ごとの表示ルール」について同

課の坊調査官から、それぞれ説明がありました。

■ 個個別別品品目目ごごととのの表表示示ルルーールルににつついいてて

【【今今後後のの食食品品表表示示がが目目指指すすべべきき大大枠枠のの方方向向性性】】

令和 年度食品表示懇談会取りまとめにお

いて、個別品目ごとの表示ルールが下記の通り

示されました。

① 法において個別品目ごとに定められて

いた表示ルールについては、基本的には食

品表示の一元化の際に、そのまま食品表示

基準に移行しており、個別品目の在り方な

どの議論は十分にされていない状況であっ

た。そのため、横断的な基準に合わせる方向

で見直すことを基本としつつ、食品ごとの

個別の事情や制定の経緯、消費者や事業者

の要望等を踏まえ検討を進める。

②その際、消費者にとっての分かりやすさや

合理的な選択という観点から今日的にどの

ような意義があるのか、合理的な理由のな

い複雑なルールによって事業者にも負担を

課していないかという視点から検討する。

消費者庁 個別品目ごとの表示ルール見直し分科会（第 回）

個別品目ごとの表示ルールの見直し検討始まる

～調理冷凍食品の個別ルールは、廃止の方向へ～

▲ 分科会の様子
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なお、 規格については 年に一度の見直

しを行うこととされているように、個別品

目の表示ルールについて、その時々の情勢

に照らして妥当なものであるかどうかを定

期的に確認してはどうかとの意見が出たこ

とを踏まえ、実施の可能性について検討す

る。

③見直しに当たっては、 規格、公正競争規

約、食品表示基準の基本的な性質の違いに

ついて整理するとともに、事業者、消費者等

の意見を十分に聞いた上で、丁寧な議論を

進める。

【【今今後後のの進進めめ方方、、見見直直ししのの考考ええ方方】】

今後の食品表示懇談会は、表示の改版に伴う

事業者の負担に配慮し、各改正事項について十

分な経過措置期間を設けるとともに、経過措置

終了時期を極力揃える方針です。

本分科会においては、品目ごとに関係する業

界団体からヒアリングを実施し、ルールの要否

及び改正の必要性について検討を行い、食品表

示懇談会において、分科会からの提言等を議論

します。

ヒアリングは、全ての品目について令和 ～

年度の 年間で、一定の結論を得ることとし

ます。その際、個別品目ごとの表示ルールの各

事項（別表ごと）について必要性の有無を確認

し、残す場合或いは改正する場合は、合理的な

必要性を確認します。

旧 法関連事項（品質表示事項）以外の衛

生部分は、ヒアリング対象外となりますが、業

界団体から改正の要望があれば、ヒアリングの

場で聞くこととします。

なお、食品表示基準を改正する際は、複数品

目まとめて、ヒアリング等踏まえて作成する改

正案について、パブリックコメントの実施、消

費者委員会への諮問など所定の手続きを経て

改正することとなります。

【【各各項項目目のの検検討討事事項項】】

個別品目ごとの表示ルールの検討事項は、以

下の通りです。

○別表第 食品の定義

生産・流通されている商品には定義がない品

目の方が多数を占める中、一部の品目につい

て定義が定まっている。

定義を残す場合、

・その定義が現在の生産・流通状況等、時代

に沿ったものなのか。

・新商品等の開発の際に、定義が開発の阻害

になっていないか。

・旧 規格では事業者間の取引のために

業務用の規格として表示の基準があるも

のもあったが、食品表示基準に移行し、消

費者に向けた表示として必要であるか。

▲ 消費者庁 （資料 参考）令和 年度食品表示懇談会第 回資料 より
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・消費者の自主的かつ合理的な選択という

観点から、どういう点で役に立っている

のか。

などを確認する。

「別表第 名称規制」と関係するものでも

あるので、その点も考慮して検討する必要

がある。

○別表第 個別の表示ルール（名称）

定義に当てはまるもの等について、名称の

書き方を具体的に規定している。

残す場合、規定している名称が実態にあっ

ているのか、消費者向け商品にはなく業務

用に限られているなども併せて確認する。

なお、「別表第 食品の定義」があるが、

「別表 個別の表示ルール（名称）」がな

い品目もあり、必ずしもセットで必要とい

うものではない。

○別表第 個別の表示ルール（原材料名）

原材料のまとめ方（括り方）や、まとめた後

の表示順（商品本体の原料を表示してから、

添付の調味料を記載するなど）を定めてい

る。

横断的な基準でも、まとめたり、添付の調

味料を本体の後に記載するなど、消費者に

とってわかりやすく表示することは可能と

なっているため、「個別の表示ルール（原材

料名）」を廃止しても、現在表示しているも

のをすぐに修正する必要がない場合もあ

る。

横断的な基準となる原材料を重量割合の高

いものから順（重量順）で記載するという点

から見ると、ほとんどの「個別の表示ルール

（原材料名）」が、重量順に記載することと

なっている。

また、一部、重量順に記載する運用となって

いないルールがある。

なお、香辛料の表示方法について、横断的な

基準に比べ「個別の表示ルール（原材料）」

の方が情報量が少ない場合がある。

○別表第 個別の表示ルール（添加物）

現在、横断的な基準では、栄養強化目的で使

用した添加物は省略できることとなってい

る。しかしながら「個別品目ごとのルール

（添加物）」では、栄養強化目的で使用した

添加物は省略できず、他の添加物同様に表

示することとなっている。

「令和 年度食品表示懇談会」Ⅳ その他決

定事項等（ ）にあるように、栄養強化目的

で使用した添加物については、横断的な基

準にある省略規定を削除する方向で改正を

進めるため、個別のルール基準は不要とな

る。

その他、横断的な基準でもある重量順で記

載する旨の基準がある。

○別表第 個別の表示ルール（内容量）

横断的な基準では、内容量について、計量法

に従い表示し、計量法でｇ（グラム）等によ

る表示まで求めていない品目については、

個数等で表示できる。

「個別の表示ルール（内容量）」において、

計量法を遵守した上で、ｇ（グラム）、 （ミ

リリットル）、個数など、表示方法を明確に

規定している品目がある。

○別表第 名称規制

「別表第 名称規制」がある品目について

は、一括表示内の名称に「別表第 食品の

定義」に合致したものは、定められた名称ど

おりに表示し、定義に合致しない商品は、そ

の名称を表示できない。

そのため「別表第 食品の定義」とセット

で検討が必要となる。

なお、定義あっても、名称規制が「ある」も

のと、名称規制が「ない」ものがある。

○別表第 追加的な表示事項

品目ごとにその特性に応じて、使用上の注

意、調理方法、形状、特定の材料の含有率な

ど、追加的な表示事項が定められている場

合がある。

個別の表示ルールがなくても、使用上の注

意、調理方法等については、消費者に対し、

事業者自ら情報提供している状況にある。

また、消費者向けではなく業者間での取引

上有用な表示ではないか、過去にまがい物

防止のため表示したいたものについてまだ

必要であるのか等について、確認が必要と

なる。

なお、一括表示内に必ず表示するもの、欄外
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に表示するものなど、表示場所まで明確に

定めている場合もある。

○別表第 表示の様式

「別表第 追加的な表示事項」がある場

合、その表示事項を、一括表示枠内に表示す

るのか、欄外に表示するのか。欄外で表示す

る場合、どの場所に表示するのか、フォント

の大きさはどのようにするのかなど規定し

ている。

そのため「別表第 追加的な表示事項」と

セットで確認する。

○別表第 表示禁止事項

個別の品目の特性に応じて、天然、自然の用

語や、純正の用語、品目特有の用語などにつ

いて表示禁止事項として規定している。

基準がない場合は、横断的な表示禁止事項

や不当景品類及び不当表示防止法（景品表

示法）において表示の適否について判断す

ることとなる。

例えば、天然・自然の用語を、個別の表示

禁止事項から削除すると、天然・自然の用語

の表示の有無だけで違反かどうかを判断す

るものではなく、表示禁止事項のない他の

品目同様に、商品ごと個別のケースとして、

違反かどうかを判断することとなる。

■ 調調理理冷冷凍凍食食品品のの個個別別品品目目ルルーールルににつついいてて

【【消消費費者者庁庁のの説説明明】】

調理冷凍食品の個別品目ルールと見直しに

関する業界団体の要望等について、消費者庁の

坊調査官から説明がありました。

冷凍食品の製造技術の進化や、新商品の開発

等の環境の変化を踏まえると、当時制定された

個別ルールは現状意義が失われており、また、

横断ルールとは別に個別ルールがあることが、

必ずしも消費者にとってわかりやすいと言え

ない状況となっているため、業界団体は、全て

の個別品目ごとの表示ルールの廃止を希望す

るとのことでした。

【【日日本本冷冷凍凍食食品品協協会会かかららののヒヒアアリリンンググ】】

続いて、一般社団法人 日本冷凍食品協会の

浅川品質・技術部長から説明がありました。

同協会では、個別品目ごとの表示ルールに関

して、平成 年に が廃止された当時から

個別品質表示基準の廃止を要望しており、食品

表示基準の一元化に際して見直される予定で

した。しかし、当該ルールが議論されることな

く統合され、冷凍食品と冷凍食品以外の表示に

不整合が生じたまま今日に至っているとのこ

とです。

冷凍食品事業者は、冷凍食品以外の製品を生

産している場合、保存温度帯ごとに異なる表示

を作成する必要があること。個別品目ごとと横

断的な表示ルールの両方を熟知する必要があ

り、表示担当者の育成に時間がかかったり、表

示ミスによる製品回収のリスクが高かったり

する等の理由から、個別品目ごとの表示ルール

を廃止し、横断的な表示ルール一本化すべきで

あるとの意見を持っています。

消費者団体との意見交換を行ったところ、参

加者には、概ね肯定的に受け止められ、「何が

消費者の選択に資する表示なのかという観点

から平準化したほうがよい」「単に機械的に撤

廃するのではなく、チルドや惣菜業界との連携

をとってほしい」等の意見があったとのことで

した。

日本冷凍食品協会の意見としては、「消費者

にとってわかりにくく合理的な選択ができな

いこと、また、事業者に負担となっていること

や誤表示を行う可能性が高い調理冷凍食品の

個別表示については、廃止を要望する」とのこ

とです。

【【審審議議】】

委員からは、以下の意見等がありました。

・東京都消費生活条例では、法令で規定のない

品目又は事項について表示の基準をつくり、

基準にあった表示をするよう事業者に義務

付けている。食品表示基準から冷凍食品の個
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別品目ごとの表示ルールがなくなると、条例

の規定に齟齬が生じる懸念がある。

→（消費者庁）毎年 月に都道府県関係者を

集めた研修会があるので、そこで情報提供

する。これにより、自治体で検討が行われ

るのではないか。

・冷凍食品で「衣の率」の表示が求められてい

るのは、過去に「衣ばかりでエビがほとんど

入っていないエビフライ」などの事例があっ

たのだろう。個別品目ごとの表示が全部廃止

されたときに、問題なく運用できるのかは検

討する必要があるのではないか。

・個別と横断の両方の表示ルールを熟知する

のは大変だという意見は、廃止の理由として

不適切だと思う。個別品目ごとの表示ルール

が関係する多くの企業が苦労している状況

で、これを廃止の理由に認めると、他の表示

ルールも自ずと廃止になってしまう。

・消費者にとってわかりにくいとする事例に

ついて、もう少し具体的な話を聞きたい。

→（日本冷凍食品協会）冷凍餃子とチルド餃

子は、同じ原材料を用いた製品であっても、

保存温度、流通形態によって「原材料名」

の表示方法が異なること。「皮の率」や「衣

の率」を表示しなければいけないことなど

を消費者が理解しているのか疑問だ。これ

らを表示することによって品質が悪いイ

メージを抱くのではないか。また、冷凍コ

ロッケにエビが ％以上入ってないと

「エビ入り」と書けないルールは冷凍食品

だけのもの。冷凍米飯類の「五目」（具の

含有率が ％以上であり、かつ使用した具

の種類が 種類以上のものを除く。）も一

般的な商品にはないルール。冷凍食品だけ

負担がかかっていると感じる。

・冷凍食品の利用機会は多いが、消費者はそこ

まで個別ルールがあること知らないと思う。

廃止に賛成するが、「使用方法」は廃止に関

わらず引き続き表示されるのか。

→（日本冷凍食品協会）使用方法はメーカー

の命綱にかかるところ。表示ルールに関係

なく、表示しなければいけないと考えてい

▲ 消費者庁 第 回令和 年度食品表示懇談会 資料 「個別品目ごとの表示ルール」より

2024.7 ◆ JASと食品表示　19



ると思う。

→（委員）使用方法の表示は徹底して頂きた

い。

・日本冷凍食品協会が示した消費者団体の意

見について補足したい。餃子の皮の率につい

て、今は皮が美味しい製品も登場しており、

餡が少ないことが悪いこととは限らないの

で、皮の率の表示はなくてもいいと思う。エ

ビフライは、衣の率がある程度高くなった場

合に表示は意味があり、エビフライの質を上

げてきたという意見もあった。しかし、エビ

フライだけ表示を残しても、惣菜やチルドコ

ーナーのエビフライと異なるルールが冷凍

食品にだけ課されることになり、よろしくな

いとの意見であった。個別ルールには今まで

果たしてきた役割があったので、そのような

消費者の意見をお伝えしておきたい。

・冷凍食品における衛生的な部分の表示であ

る「加熱の必要はありません」や「凍結前加

熱」といった表示は残して欲しいと考える。

→（消費者庁）今回の検討対象は旧 法の

個別品表由来の内容であり、旧食品衛生法

由来の表示については、要望があれば当該

ステークホルダーと協議して、別の場で検

討したい。

→（委員）消費者からすると冷凍食品の個別

の表示がある状況は同じなので、議論して

ほしい。

→（消費者庁）議論を妨げるものではない。

保健所が収去・監視するための表示の側面

もあるので、その関係者の意見も確認しな

ければならない。

・（座長）冷凍食品の個別品目ルールは廃止す

る方向で取りまとめたい。

■ そそのの他他

次回開催は 月 日を予定しており、一般

社団法人 日本食肉加工協会からハム類、ソー

セージ、チルドハンバーグステーキ、チルドミ

ートボールについてヒアリングを行うとの案

内がありました。

なお、本分科会の全ての資料は消費者庁

ページ（

）からご覧いただ

けます。

▲ 消費者庁 資料 「開催要領」より
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令和 年 月 日に、第 回消費者委員

会 食品表示部会が開催されました。以下に概

要をお伝えします。

議議 事事 次次 第第

．開会

．食品表示に関する最近の動向について

．閉会

前回（第 回）から一年半ぶりに開催され

た今回は、第 次食品表示部会発足後、初めて

の食品表示部会でした。始めに、今村 知明部

会長（奈良県立医科大学公衆衛生学講座 教授）及び

中田 華寿子部会長代理（アクチュアリ株式会社

代表取締役）等の委員の自己紹介があった後、審

議が行われました。

昨年来、消費者庁で食品表示に関する様々な

議論が行われる中、今後、食品表示部会で取り

上げられる可能性のある つのテーマについ

て、「食品表示に関する最近の動向について」

と題して、消費者庁食品表示課の清水課長から

説明がありました。なお、機能性表示食品を巡

る検討会のとりまとめに関する議論は別の機

会に行うとのことでした。

食食品品表表示示懇懇談談会会ににつついいてて

令和 年度食品表示懇談会では、今後の食品

表示が目指していく方向性について、中長期的

な羅針盤となるような制度の大枠の議論を行

い、以下の通り方向性が取りまとめられました。

（ ）諸外国との表示制度の整合性について

大きな方向性としては、我が国の状況や諸

外国の「包装食品の表示に関するコーデック

ス一般規格」への対応状況を踏まえつつ、合

わせられるところについては、合わせてい

く。

（ ）個別品目ごとの表示ルールについて

横断的な基準に合わせる方向で見直すこ

とを基本としつつ、食品ごとの個別の事情や

制定の経緯、消費者の要望等を踏まえながら

検討。

表示基準がその時々の情勢に照らして妥

当なものであるかどうかを定期的に確認す

ることについて検討。

（ ）食品表示へのデジタルツールの活用につ

いて

容器包装への表示に代えて代替的な手段

によって情報提供を充実させることとした

場合の議論を進めていく必要。

新たに管理すべき情報や、その情報の管理

方法や提供手段についても議論を進める必

要。

情報の管理方法や情報を伝達する媒体、デ

ジタルを活用した制度をどのように運用し

ていくのか等技術的な課題についても議論。

（ ）改正内容の施行時期について

各改正事項の施行時期や経過措置期間の

終了時期を極力合わせるなど、実施時期の予

見可能性を高めるための方策も含めて議論。

（ ）食品表示制度の消費者への周知について

食品表示を正しく活用していただけるよ

う、制度の周知普及を実施。

（ ）各検討事項の議論の進め方について

各検討事項については、各分野の専門家か

らなる議論の場（令和 年度からはデジタル

活用と個別品目の表示ルールの 分科会）を

設け検討。

消費者委員会 食品表示部会（第 回）

食品表示に関する最近の動向について

～ 今、消費者庁で取り扱う問題などを説明 ～
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分分かかりりややすすいい栄栄養養成成分分表表示示のの取取組組にに関関すするる

検検討討会会ににつついいてて

コーデックス委員会のガイドライン等では、

包装前面栄養表示（以下「 」という。）

は健康・栄養政策に沿ったものであるべきであ

ること、各国で政府が推奨する は つだ

けであるべきであることが規定されています。

我が国では、自主的な取組として を採用

する食品関連事業者も存在することから、分か

りやすい栄養成分表示の取組として、我が国に

おける の在り方等について検討が行わ

れました。

令和 年度分かりやすい栄養成分表示の取

組に関する検討会では、中間とりまとめにおい

て以下の方向性が示されました。

 我が国の栄養課題を解決するために重要な

栄養成分等として、日本版 の対象とな

り得る栄養成分等は、義務表示に位置付けら

れている熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、

ナトリウムとすること。

 栄養成分等の量の表示を利活用しやすくす

るために、対象となる栄養成分の量に加え、

栄養素等表示基準値に占める当該量の割合

を表示すること。

 食品関連事業者の実情を踏まえて自主的な

取組を推進するため、任意表示の取組と位置

付けた上で、一定のルールが必要であるこ

と。

なお、本件は今年度も引き続き検討が行われ

ます。

栄栄養養強強化化目目的的でで使使用用ししたた添添加加物物のの表表示示ににつつ

いいてて

栄養強化目的で使用した添加物については、

令和元年度に開催された「食品添加物表示制度

に関する検討会」において、原則すべての加工

食品に表示する方向で整理されていましたが、

検討にあたり消費者の意向や事業者への影響

について実態調査を実施することが適当であ

るとされていました。

令和 年度食品表示懇談会では、実態調査の

結果等を踏まえ、消費者庁において「一般用加

工食品の横断的義務表示における添加物の免

除規定のうち、栄養強化の目的で使用されるも

のに関する記述を削除する」とした食品表示基

準の改正案を作成し、手続を進めていくことで

了承されました。今後、食品表示部会において

諮問される予定です。

栄栄養養成成分分表表示示にに関関すするる改改正正予予定定ににつついいてて

現在、食品表示基準の栄養素等表示基準値に

ついては食塩相当量ではなくナトリウムの量

であること、かつ、最新の日本人の食事摂取基

準との整合性が取れていない状況であること

などから、現在、厚生労働省において検討され

ている日本人の食事摂取基準（ 年版）の策

定を踏まえ、令和 年度を目途に、栄養素等表

示基準値を見直すこととします。

具体的には、｢日本人の食事摂取基準 年

版｣が公表された後、食品表示基準別表第 に

規定している栄養素等表示基準値を改正予定

です。栄養素等表示基準値の改正に際しては、

栄養素等表示基準値及び日本人の食事摂取基

準等を根拠に基準値を決定している栄養機能

食品の上・下限値（同基準別表第 ）、栄養強

調表示の基準値（同基準別表第 及び別表第

）も併せて見直す必要があります。

また、令和 年度にビタミン 群における高

速液体クロマトグラフ法について検討を行っ

たため、食品表示基準別表第 に規定している

栄養成分等の測定及び算出の方法を改正予定

です。

食食品品ロロスス削削減減のの観観点点かかららのの課課題題ににつついいてて

食品ロス削減の観点から｢食品期限表示の設

定のためのガイドライン｣の見直しや、賞味期

限が到来した食品で｢まだ食べることができる
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食品｣の取扱いなど、今後の食品の期限表示の

在り方を検討する「食品期限表示の設定のため

のガイドラインの見直し検討会」が始まりまし

た。令和 年 月に改正ガイドラインを公表予

定です。

以上の清水課長の説明について、委員からは

「無償譲渡品にも表示基準順守が求められて

いることが関係者に知られていないと感じる」

「食品寄附関係者の法的責任が不問にならな

いよう、慎重な議論が必要」「昨今、添加物を

使用しなかったり、 の影響でプラスチッ

ク製容器を使わなかったりする傾向がある。安

全性のために重要な添加物は入れていくこと

について表示部会で議論したい」「容器包装の

資材によって中身の品質保持の性能がかなり

変わってくることが忘れ去られている。フード

ロス対応をするなら、小分け時の条件設定が必

要」などの意見がありました。

なお、本部会の全ての資料は内閣府 ペー

ジ（

）からご覧いただけます。

消消費費者者委委員員会会 食食品品表表示示部部会会 委委員員名名簿簿

穐山 浩 星薬科大学 薬学部 教授

阿部 絹子 公益社団法人日本栄養士会 常務理事

◎今村 知明 奈良県立医科大学 公衆衛生学講座 教授

小川 美香子 東京海洋大学 食品生産科学部門 准教授

笠岡 冴子 株式会社サンベルクスホールディングス 品質管理部 食品表示グループマネジャー

川口 徳子 独立行政法人国民生活センター 参与

監物 南美 女子栄養大学 出版部『栄養と料理』 編集委員

河野 浩 一般財団法人食品産業センター 事業推進部 次長

菅 聡一郎 弁護士

鈴木 ちはる 一般社団法人食品表示検定協会 テキスト作成委員

田中 弘之 北海道文教大学 人間科学部 健康栄養学科長

○中田 華寿子 アクチュアリ株式会社 代表取締役

前田 えり 法人アレルギーの正しい理解をサポートするみんなの会 理事長

森田 満樹 一般社団法人 代表

（◎部会長、○部会長代理、五十音順、敬称略。令和 年 月 日時点）

▲ 内閣府 参考資料 より
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令和 年 月 日に、第 回食品期限表示

の設定のためのガイドラインの見直し検討会

が開催されましたので、以下に概要をお伝えし

ます。

議議 題題

（ ）委員紹介

（ ）「食品期限表示の設定のためのガイドラ

インの見直し検討会」開催要領について

（ ）食品ロスと期限表示について

（ ）検討会の進め方等について

（ ）実態調査アンケートについて

冒頭、消費者庁の依田長官から挨拶があり、

本検討会の設立の経緯が説明されました。「食

品ロスの削減の推進に関する法律」が令和元年

に制定され、翌年、我が国の食品ロス削減の目

標を 年度までに 年比で半減させる

ということを目標とする「食品ロスの削減の推

進に関する基本的な方針」が閣議決定したこと。

同方針の 年毎の見直しに先立ち、令和 年に

公表された「食品ロス削減目標達成に向けた施

策パッケージ」において、「食品期限表示の設

定のためのガイドライン」を、期限表

示の設定根拠や安全係数の設定等の

実態を調査した上で有識者から構成

される検討会を設け、食品ロス削減

の観点から見直すと明記されたとの

ことです。

本検討会では、「食品期限表示の設

定のためのガイドライン」について、

食品ロス削減の観点と食品の安全性

確保に関する最新の科学的知見等の観点から

見直すための検討を進めると共に、「賞味期限

が到来してまだ食べることのできる食品」の取

り扱いについても、併せて検討いただきたいと

のことでした。

続いて、本分科会の五十君 靜信座長（東京農

業大学 食品安全研究センター センター長）及び岡

田 由美子座長代理（国立医薬品食品衛生研究所 食

品衛生管理部 第三室 室長）等の委員の自己紹介

があり、議事に沿って資料の説明が行われまし

た。

小林委員（日本女子大学 家政学部家政経済学科

教授）からは「食品ロスと期限表示について」

と題して、国内の食品ロス量の推移や、食品ロ

スが発生する理由、食品寄附における課題のほ

か、諸外国における食品寄附の制度や状況につ

いての説明がありました。

消費者庁の清水課長からは、「検討会の進め

方」について、本日の第 回検討会の後に、期

限表示の設定に係る実態調査及びヒアリング

を実施し、第 回検討会以降に、①実態調査及

びヒアリングを踏まえた検討、②必要に応じて

事業者ヒアリング、③ガイドライン案（賞味期

消費者庁 食品期限表示の設定のためのガイドラインの見直し検討会（第 回）

食品ロス削減の観点等から今年度末を目途に見直し

～ 食品寄附活動の促進につなげる検討も行う ～

▲ 検討会の様子
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限が到来した食品で「まだ食べることができる

食品」の取扱を含む）の検討、④「食品表示基

準 について」改正案の検討が行われるこ

と。令和 年 月には改正「食品期限表示の設

定のためのガイドライン」が公表される予定で

あることが説明されました。

委員からの「改正ガイドラインは誰向けのも

のか？」の問いに対し、清水課長は「基本的に

は表示を作成する者、食品関連事業者の方向け

と考える。期限設定の考え方が変わることによ

って、期限表示の説明も変わることになるので、

その場合は消費者への普及啓発資料などは見

直さなければならず、新しい考え方を消費者に

普及させていくことになると考える」と回答し

ました。

なお、本懇談会の全ての資料は消費者庁

ページ（

）からご覧いただ

けます。

「「食食品品期期限限表表示示のの設設定定ののたためめののガガイイドドラライインン」」のの見見直直しし検検討討会会 委委員員名名簿簿

阿部 徹 一般財団法人食品産業センター 事業推進部 部長

◎五十君 靜信 東京農業大学 食品安全研究センター センター長

太田 順司 一般財団法人日本食品分析センター 大阪支所 微生物部 副部長

○岡田 由美子 国立医薬品食品衛生研究所 食品衛生管理部 第三室 室長

小林 富雄 日本女子大学 家政学部家政経済学科 教授

柴田 識人 国立医薬品食品衛生研究所 生化学部 部長

森田 満樹 一般社団法人 代表

（◎座長、○座長代理、五十音順、敬称略。役職名は 年 月 日時点）

▲ 消費者庁 資料 「開催要領」より

▲ 消費者庁 資料 「食品の期限表示制度の変遷等」より

2024.7 ◆ JASと食品表示　25



１．食品関連事業者以外の販売者に関する照会（質問募集でいただいた質問）

食品表示基準において、「食品関連事業者以外の販売者に
係る基準」が示されていますが、例えばどのような人を想定
しているのでしょうか？ また、容器包装に入れられた加工
食品において、「食品関連事業者以外の販売者に係る基準」と
「食品関連事業者に係る基準」では、必要な表示事項は異な
るのでしょうか。

「食品関連事業者以外の販売者」とは、業として食品の販売を行っていない者、いわゆる
反復継続性のない販売を行う者を指し、例えば、小学校のバザーで袋詰めのクッキーを販売
する保護者や、町内会の祭りで瓶詰めの手作りジャムを販売する町内会の役員等を想定し
ています。また、「食品関連事業者以外の販売者に係る基準」では、原材料名、原料原産地
名等の表示が不要であるため、「食品関連事業者に係る基準」と必要とされる表示事項が異
なります。

食品表示法第２条第３項第１号において、「食品関連事業者」とは｢食品の製造、加工（調
整及び選別を含む。）若しくは輸入を業とする者（当該食品の販売をしない者を除く。）又は
食品の販売を業とする者」と規定されており、これ以外の「食品の販売をする者」が「食品
関連事業者以外の販売者」に該当します（同号の「販売」には、不特定又は多数の者に対し
て無償で譲渡する場合も含みます。）。

「食品関連事業者以外の販売者」が、容器包装に入れられた加工食品を販売する場合、食
品表示基準第 15 条の規定に従って表示を行う必要がありますが、食品関連事業者が同基準
第３条の規定により表示を行う場合と異なり、原材料名、内容量又は固形量及び内容総量、
栄養成分の量及び熱量、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所、原料原産地名等の一部の
表示事項の表示を行う必要はありません。

また、同基準第 15 条に従って表示する事項については、同基準第３条及び第４条に定め
る表示の方法に従い表示を行う必要がありますが、同基準別表第４の横断的義務表示事項
に係る個別のルール及び同基準別表第５の名称規制に係る規定は適用されません。

なお、「食品関連事業者以外の販売者に係る基準」は、生鮮食品及び添加物に関しても規
定されているので、ご留意ください。

（食品表示法第２条、食品表示基準第３条、 条 食品表示 （総則 １、 ）参照）

Ｑ

解説

Ａ

  

～ 消費者庁の食品表示調査官に聞きました ～

隔月掲載コーナー ２．「邦文をもって表示」の詳細に関する照会（質問募集でいただいた質問）

加工食品の原材料名を表示する際は、邦文で表示
することが求められていますが、「生姜（しょうが）」
の「姜」等、常用漢字以外の漢字を用いても良いでし
ょうか。また、「ジンジャー」、「ガーリック」等の片
仮名で表示しても良いでしょうか。

食品表示基準第３条第1項の原材料名の表示方法に関する規定及び同基準第8条第１項第
1号の規定に則していると判断される場合において、常用漢字以外の漢字や片仮名による表
示を行うことは可能です。

加工食品の原材料名の表示については、原則として、食品表示基準第 3 条第 1 項の規定
に従って、「原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもっ
て表示する｣必要があります。また、同基準第 8 条第１項第 1 号の規定に従って、「邦文を
もって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語
により正確に行う」必要があります。

同基準第 8 条第 1 項第 1 号の「邦文をもって」とは、原則として、漢字、平仮名、片仮
名又はアラビア数字を用いて表示することを示しており、一般的に消費者が理解できる範
囲において、常用漢字以外の漢字の使用を妨げるものではありません。

このため、表示を行う食品関連事業者等が上記の規定に則していると判断する場合にお
いて、常用漢字以外の漢字や片仮名により原材料名の表示を行うことは可能です。ただし、
消費者にとって分かりにくい表示とならないようご留意ください。

（食品表示基準第３、８条、食品表示基準別表第４、食品表示基準別表第 20 食品表示
基準について（平成 27 年 3 月 30 日消食表第 139 号）p34（表示の方式）参照）

３．国産大豆に、遺伝子組換えでない旨を表示する方法に関する照会

国産の大豆を農家や卸し等から仕入れて豆腐を製造
する場合、日本は食用として使用することを目的とした
遺伝子組換え農産物の非商業栽培国であるため、原材料
の大豆の原産地が国産であることが確認できれば、「大
豆（国産）（遺伝子組換えでない）」等と遺伝子組換えで
ない旨の表示を行って良いでしょうか。

遺伝子組換えでない旨を表示できるのは、遺伝子組換え農産物が混入しないように分別
生産流通管理（※１）が行われており、かつ、遺伝子組換え農産物の混入がないと認められ
る場合に限られており、原材料の大豆の原産地が国産であることを確認するだけでは、遺伝
子組換えでない旨を表示するための要件を満たしているとはいえません。このため、原材料

Ｑ

解説

Ａ

Ｑ

Ａ

生 姜

大豆
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１．食品関連事業者以外の販売者に関する照会（質問募集でいただいた質問）

食品表示基準において、「食品関連事業者以外の販売者に
係る基準」が示されていますが、例えばどのような人を想定
しているのでしょうか？ また、容器包装に入れられた加工
食品において、「食品関連事業者以外の販売者に係る基準」と
「食品関連事業者に係る基準」では、必要な表示事項は異な
るのでしょうか。

「食品関連事業者以外の販売者」とは、業として食品の販売を行っていない者、いわゆる
反復継続性のない販売を行う者を指し、例えば、小学校のバザーで袋詰めのクッキーを販売
する保護者や、町内会の祭りで瓶詰めの手作りジャムを販売する町内会の役員等を想定し
ています。また、「食品関連事業者以外の販売者に係る基準」では、原材料名、原料原産地
名等の表示が不要であるため、「食品関連事業者に係る基準」と必要とされる表示事項が異
なります。

食品表示法第２条第３項第１号において、「食品関連事業者」とは｢食品の製造、加工（調
整及び選別を含む。）若しくは輸入を業とする者（当該食品の販売をしない者を除く。）又は
食品の販売を業とする者」と規定されており、これ以外の「食品の販売をする者」が「食品
関連事業者以外の販売者」に該当します（同号の「販売」には、不特定又は多数の者に対し
て無償で譲渡する場合も含みます。）。

「食品関連事業者以外の販売者」が、容器包装に入れられた加工食品を販売する場合、食
品表示基準第 15 条の規定に従って表示を行う必要がありますが、食品関連事業者が同基準
第３条の規定により表示を行う場合と異なり、原材料名、内容量又は固形量及び内容総量、
栄養成分の量及び熱量、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所、原料原産地名等の一部の
表示事項の表示を行う必要はありません。

また、同基準第 15 条に従って表示する事項については、同基準第３条及び第４条に定め
る表示の方法に従い表示を行う必要がありますが、同基準別表第４の横断的義務表示事項
に係る個別のルール及び同基準別表第５の名称規制に係る規定は適用されません。

なお、「食品関連事業者以外の販売者に係る基準」は、生鮮食品及び添加物に関しても規
定されているので、ご留意ください。

（食品表示法第２条、食品表示基準第３条、 条 食品表示 （総則 １、 ）参照）

Ｑ

解説

Ａ

  

～ 消費者庁の食品表示調査官に聞きました ～

隔月掲載コーナー ２．「邦文をもって表示」の詳細に関する照会（質問募集でいただいた質問）

加工食品の原材料名を表示する際は、邦文で表示
することが求められていますが、「生姜（しょうが）」
の「姜」等、常用漢字以外の漢字を用いても良いでし
ょうか。また、「ジンジャー」、「ガーリック」等の片
仮名で表示しても良いでしょうか。

食品表示基準第３条第1項の原材料名の表示方法に関する規定及び同基準第8条第１項第
1号の規定に則していると判断される場合において、常用漢字以外の漢字や片仮名による表
示を行うことは可能です。

加工食品の原材料名の表示については、原則として、食品表示基準第 3 条第 1 項の規定
に従って、「原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもっ
て表示する｣必要があります。また、同基準第 8 条第１項第 1 号の規定に従って、「邦文を
もって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語
により正確に行う」必要があります。

同基準第 8 条第 1 項第 1 号の「邦文をもって」とは、原則として、漢字、平仮名、片仮
名又はアラビア数字を用いて表示することを示しており、一般的に消費者が理解できる範
囲において、常用漢字以外の漢字の使用を妨げるものではありません。

このため、表示を行う食品関連事業者等が上記の規定に則していると判断する場合にお
いて、常用漢字以外の漢字や片仮名により原材料名の表示を行うことは可能です。ただし、
消費者にとって分かりにくい表示とならないようご留意ください。

（食品表示基準第３、８条、食品表示基準別表第４、食品表示基準別表第 20 食品表示
基準について（平成 27 年 3 月 30 日消食表第 139 号）p34（表示の方式）参照）

３．国産大豆に、遺伝子組換えでない旨を表示する方法に関する照会

国産の大豆を農家や卸し等から仕入れて豆腐を製造
する場合、日本は食用として使用することを目的とした
遺伝子組換え農産物の非商業栽培国であるため、原材料
の大豆の原産地が国産であることが確認できれば、「大
豆（国産）（遺伝子組換えでない）」等と遺伝子組換えで
ない旨の表示を行って良いでしょうか。

遺伝子組換えでない旨を表示できるのは、遺伝子組換え農産物が混入しないように分別
生産流通管理（※１）が行われており、かつ、遺伝子組換え農産物の混入がないと認められ
る場合に限られており、原材料の大豆の原産地が国産であることを確認するだけでは、遺伝
子組換えでない旨を表示するための要件を満たしているとはいえません。このため、原材料

Ｑ

解説

Ａ

Ｑ

Ａ

生 姜

大豆
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の大豆が国産であるとの根拠のみをもって「大豆（国産）（遺伝子組換えでない）」等の遺伝
子組換えでない旨を表示することはできません。

遺伝子組換え農産物が混入しないように適切に分別生産流通管理が行われたことを確認
した上で、原材料に遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる場合に限り、「遺伝子組
換えでない」等の遺伝子組換えでない旨を任意で表示することができます。
現在のところ、我が国において食用を目的とした遺伝子組換え農産物の商業栽培は行わ

れていないため、国産の農産物が生産、流通、加工の各段階で遺伝子組換え農産物の混入の
可能性が生じない場合においては、｢流通マニュアル（※２）｣に準じた分別生産流通管理を
行う必要はありません。ただし、遺伝子組換え農産物の商業栽培が行われている国から、安
全性審査を経た対象農産物（※３）及びそれを原材料とした加工食品を輸入して国内で流通
することが認められているため、これらが国産の農産物に混入する可能性が生じる場合に
おいては、遺伝子組換え農産物が混入しないように｢流通マニュアル｣に準じた分別生産流
通管理を行う必要があります。その上で、遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる場
合に限り、遺伝子組換えでない旨を表示することができます。

遺伝子組換えでない旨を表示できる場合を例示するならば
①生産地で遺伝子組換えのものとの混入がないことを確認した農産物を袋等又は専用コン
テナに詰めて輸送し、製造者の下で初めて開封していることが証明されている場合

②国産品又は遺伝子組換え農産物の非商業栽培国で栽培されたものであり、生産、流通過程
で、遺伝子組換え農産物の栽培国からの輸入品（適切に分別生産流通管理され、遺伝子組
換え農産物の混入が 5％以下に抑えられた場合を含む。）と混ざらないことを確認してお
り、その旨が証明されている場合

等が考えられます。なお、この場合においても、行政の行う科学的検証及び社会的検証の結
果において、原材料に遺伝子組換え農産物が含まれていることが確認された場合には、不適
切な表示であると判断されることになりますので、ご留意ください。

※１ 分別生産流通管理…遺伝子組換え農産物及び遺伝子組換え農産物を生産、流通及び加工の各段
階で善良なる管理の注意をもって分別管理すること（その旨が書類により証明されたものに限る。）

※２ 流通マニュアル…アメリカ及びカナダ産の非遺伝子組換え原料（大豆・とうもろこし）確保の
ための流通マニュアル（https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/g
uideline/pdf/guideline_190225_0001.pdf）

※３ 対象農産物…組換え DNA 技術を用いて生産された農産物の属する作目である、大豆、とうも
ろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ及びからしなの 9種類の
農産物

（食品表示基準第 3条 2項（遺伝子組換え食品に関する事項）、食品表示 Q&A（GM-
40,46）、知っていますか？遺伝子組換え表示制度、アメリカ及びカナダ産の非遺伝

子組換え原料（大豆・とうもろこし）確保のための流通マニュアル 参照）

解説 完完全全食食品品ををおお米米でで考考ええるる

公益社団法人 日本技術士会 登録 食品産業関連技術懇話会 幹事

日本食品技術株式会社 代表取締役

技術士 農業部門（食品製造） 江江本本 三三男男

ははじじめめにに

お米は、主食の穀物であるばかりでなく、

多くの機能性を備えた万能食品と言える。精

米して白米で食べるのは、おいしさを追求し

た方法であるが、生命体としての栄養を持つ

玄米は、長期間の保存に耐えて水と土を得れ

ば生育する。天候不順で不作の年でも翌年に

は、保存した玄米で田植えができるのである。

ここでは、お米の栄養機能を見直して人々

の食生活を満足させ、健康を維持させる食べ

物として考えてみたい。お米は、体のエネル

ギー源となる ％の炭水化物と ％のタンパ

ク質が主な栄養素だが、このほかにも、ビタ

ミン類、ミネラル、食物繊維
せ ん い

などのいろいろ

な栄養素が含まれている。

食品としてのお米は、そのまま炊飯して美

味しく食べられているが、多種多様な加工方

法により、調理の便利さや賞味期限や消費期

限という保存性から、より消費者に求められ

る商品にすることが可能である。

食品業界の技術者である筆者は、「人造米」

や「バランス」「完全」「ベース」と表記される

食品を実際に研究し、生産し、販売したこと

を踏まえて“人々の健康をまもり食糧危機を

救う”お米の世界を考えてみたい。

おお米米のの主主なな栄栄養養成成分分

ごはんに主に含まれるのは、三大栄養素「炭

水化物（糖質＋食物繊維）」「たんぱく質」「脂

質」である。白米は栄養がないと思われがち

だが、ビタミン ・ 、カルシウムやナトリ

ウムも含まれている。特に麦芽米や玄米は白

米に比較してビタミンの含有量が多く、玄米

は「ビタミンの宝庫」と呼ばれている。お米に

含まれる食物繊維は便秘を防いで大腸をきれ

いに掃除する役目がある。また、お肌の健康

にかかせないビタミン 、 、 なども含ま

れているので、健康的なお肌美人になれると

言われる。

次に、白米・玄米・米糠の主要成分の含量

についてグラフに示す。

図図 白白米米・・玄玄米米・・米米糠糠・・脱脱脂脂米米糠糠のの主主要要栄栄養養成成分分

（（日日本本食食品品標標準準成成分分表表 年年版版））
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の大豆が国産であるとの根拠のみをもって「大豆（国産）（遺伝子組換えでない）」等の遺伝
子組換えでない旨を表示することはできません。

遺伝子組換え農産物が混入しないように適切に分別生産流通管理が行われたことを確認
した上で、原材料に遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる場合に限り、「遺伝子組
換えでない」等の遺伝子組換えでない旨を任意で表示することができます。
現在のところ、我が国において食用を目的とした遺伝子組換え農産物の商業栽培は行わ

れていないため、国産の農産物が生産、流通、加工の各段階で遺伝子組換え農産物の混入の
可能性が生じない場合においては、｢流通マニュアル（※２）｣に準じた分別生産流通管理を
行う必要はありません。ただし、遺伝子組換え農産物の商業栽培が行われている国から、安
全性審査を経た対象農産物（※３）及びそれを原材料とした加工食品を輸入して国内で流通
することが認められているため、これらが国産の農産物に混入する可能性が生じる場合に
おいては、遺伝子組換え農産物が混入しないように｢流通マニュアル｣に準じた分別生産流
通管理を行う必要があります。その上で、遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる場
合に限り、遺伝子組換えでない旨を表示することができます。

遺伝子組換えでない旨を表示できる場合を例示するならば
①生産地で遺伝子組換えのものとの混入がないことを確認した農産物を袋等又は専用コン
テナに詰めて輸送し、製造者の下で初めて開封していることが証明されている場合

②国産品又は遺伝子組換え農産物の非商業栽培国で栽培されたものであり、生産、流通過程
で、遺伝子組換え農産物の栽培国からの輸入品（適切に分別生産流通管理され、遺伝子組
換え農産物の混入が 5％以下に抑えられた場合を含む。）と混ざらないことを確認してお
り、その旨が証明されている場合

等が考えられます。なお、この場合においても、行政の行う科学的検証及び社会的検証の結
果において、原材料に遺伝子組換え農産物が含まれていることが確認された場合には、不適
切な表示であると判断されることになりますので、ご留意ください。

※１ 分別生産流通管理…遺伝子組換え農産物及び遺伝子組換え農産物を生産、流通及び加工の各段
階で善良なる管理の注意をもって分別管理すること（その旨が書類により証明されたものに限る。）

※２ 流通マニュアル…アメリカ及びカナダ産の非遺伝子組換え原料（大豆・とうもろこし）確保の
ための流通マニュアル（https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/g
uideline/pdf/guideline_190225_0001.pdf）

※３ 対象農産物…組換え DNA 技術を用いて生産された農産物の属する作目である、大豆、とうも
ろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ及びからしなの 9種類の
農産物

（食品表示基準第 3条 2項（遺伝子組換え食品に関する事項）、食品表示 Q&A（GM-
40,46）、知っていますか？遺伝子組換え表示制度、アメリカ及びカナダ産の非遺伝

子組換え原料（大豆・とうもろこし）確保のための流通マニュアル 参照）

解説 完完全全食食品品ををおお米米でで考考ええるる

公益社団法人 日本技術士会 登録 食品産業関連技術懇話会 幹事

日本食品技術株式会社 代表取締役

技術士 農業部門（食品製造） 江江本本 三三男男

ははじじめめにに

お米は、主食の穀物であるばかりでなく、

多くの機能性を備えた万能食品と言える。精

米して白米で食べるのは、おいしさを追求し

た方法であるが、生命体としての栄養を持つ

玄米は、長期間の保存に耐えて水と土を得れ

ば生育する。天候不順で不作の年でも翌年に

は、保存した玄米で田植えができるのである。

ここでは、お米の栄養機能を見直して人々

の食生活を満足させ、健康を維持させる食べ

物として考えてみたい。お米は、体のエネル

ギー源となる ％の炭水化物と ％のタンパ

ク質が主な栄養素だが、このほかにも、ビタ

ミン類、ミネラル、食物繊維
せ ん い

などのいろいろ

な栄養素が含まれている。

食品としてのお米は、そのまま炊飯して美

味しく食べられているが、多種多様な加工方

法により、調理の便利さや賞味期限や消費期

限という保存性から、より消費者に求められ

る商品にすることが可能である。

食品業界の技術者である筆者は、「人造米」

や「バランス」「完全」「ベース」と表記される

食品を実際に研究し、生産し、販売したこと

を踏まえて“人々の健康をまもり食糧危機を

救う”お米の世界を考えてみたい。

おお米米のの主主なな栄栄養養成成分分

ごはんに主に含まれるのは、三大栄養素「炭

水化物（糖質＋食物繊維）」「たんぱく質」「脂

質」である。白米は栄養がないと思われがち

だが、ビタミン ・ 、カルシウムやナトリ

ウムも含まれている。特に麦芽米や玄米は白

米に比較してビタミンの含有量が多く、玄米

は「ビタミンの宝庫」と呼ばれている。お米に

含まれる食物繊維は便秘を防いで大腸をきれ

いに掃除する役目がある。また、お肌の健康

にかかせないビタミン 、 、 なども含ま

れているので、健康的なお肌美人になれると

言われる。

次に、白米・玄米・米糠の主要成分の含量

についてグラフに示す。

図図 白白米米・・玄玄米米・・米米糠糠・・脱脱脂脂米米糠糠のの主主要要栄栄養養成成分分

（（日日本本食食品品標標準準成成分分表表 年年版版））
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米米糠糠のの主主なな栄栄養養成成分分

（（ ））米米糠糠のの活活用用

最近の玄米の国内年間生産量は約 万

（ 年）、米糠は毎年 万 前後が産出さ

れている。米糠を食材化するための加工法と

糠製品を類別すると、もっとも多いのが生糠

の脱脂による米油 万 （ 年）とその残

渣である脱脂糠 万 （ 年）である。米

油は原料が国内で賄える唯一の植物油、輸入

に頼る他の植物油と大きく異なる。搾油残渣

である脱脂糠は大部分が家畜飼料に回されて

いる。脱脂糠を炭化して餌に混ぜると、糞の

消臭効果がある（山形県養豚試験場）。最近、

養殖魚の餌に脱脂米ぬかを与えた研究で、糠

に含まれる オリザノールが糖質・脂質代謝

を促進してアミノ酸の体内蓄積を高め、魚の

増体量向上と健康的成長促進などが認められ

ている。魚に限らずペットフードにも応用で

きる可能性があり関心を集めている。

（（ ））米米糠糠のの食食材材ととししててのの開開発発

エサ用以外にも食材化する場合、生糠には

万～ 万個 の微生物（大腸菌を含む）

が寄生しているので、殺菌と酸敗防止のため

の急速安定化処理、並びに消化・吸収がよく

ない硬い糠粒子の微粉化処理や食味改善など

が必要になる。米糠は酵素分解し、米糠タン

パク、米糠ペプチド、米糠タンパク抽出残渣

に画分して、米糠すべてを可食化するための

技術開発が進められており、以下の報告が得

られている。

①米ぬかタンパクは大豆タンパクと同等の

栄養価がある。

②米ぬかペプチドは大豆ペプチドより低分

子の割合が高くラット摂食で脂質が低下

する。

③米ぬかタンパク抽出残渣にも排便促進作

用や抗酸化作用がある。

また、これらを食素材にした製品開発も進

み、水溶性製品はアイスクリーム、チョコレ

ート、たれ、ドレッシング、健康ドリンク、サ

プリメントなどに、不溶性製品はクッキー、

シリアル、ふりかけ、カレー、ハンバーグ、パ

スタ、パン、うどん・そば、糖尿病食、サプリ

メントなどに利用されている。

（（ ））米米糠糠のの栄栄養養

米糠はタンパク質や脂質、ミネラルやビタ

ミン類などをバランスよく豊富に含んでいる。

ところが今日、ふつうに口にする白米は美味

しさを求めて糠を削り取ったものであり、主

に活動のエネルギー源としては重要な役割を

果たしているが、栄養成分や健康成分などは

玄米に及ばない。毎年、持続的に産出される

米ぬかは、機能性成分の濃縮パックといえる。

玄米の表面（糠層や胚芽）を削って精米す

ると発生する粉が「米ぬか」であり、玄米に対

して、約 割程度が米ぬかになる。米ぬかに

は、高い抗酸化力を持つビタミン やコレス

テロールの吸収を妨げるγ－オリザノール、

脳機能改善や高血圧改善に効果を発揮するフ

ェルラ酸など、玄米の 割以上の栄養素が含

まれおり、非常に栄養価が高くなっている。

そのため米糠は、米油、きのこの栽培、配合

飼料、漬物の糠床などさまざまなところで利

用されているほか、米ぬかに含まれているビ

タミン 群は新陳代謝を活発にする働きがあ

ることから、米ぬかを使った化粧品や石鹸な

ど美容の分野でも活用されている。

完完全全（（栄栄養養））食食品品ととはは 

（（ ））「「メメイイトト」」「「ババラランンスス」」「「ベベーースス」」

近年、食品に「完全」という言葉で表現され

た商品が見受けられる。類似する表現として

「メイト」「バランス」「ベース」との表現が

年代を経て市場で使われてきている。筆者は、
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初期の「メイト」を担当した食品技術者とし

て商品の表現がここまで可能になったのかと

いう思いがある。「メイト」が発売された

年ごろは、商品としては「流動食」「病態栄養

食（低たんぱく食や高脂肪食等）」「栄養剤（医

薬品）」が市場を占める時期であった。

これらは、患者の手術後の栄養管理を行う

食物であり栄養的に「完全」に近くなければ

ならなかった。実際の栄養管理において、脳

死状態で食べ物を飲み下す（嚥下）もできな

い患者さんを、数年にわたって栄養管理でき

る食品であり栄養剤（医薬品）である。

（（ ））栄栄養養をを商商品品開開発発ののたためめにに

「食品の機能」は つに分類されている。

第 次機能として「栄養」に係わる機能、第

次機能として「嗜好」いわゆる美味しさに関

する機能、そして第 次機能として「生体調

節機能」である。この第 次機能が最近多く

取り上げられている食品の機能性となる。い

わゆる「完全」といわれる食品（商品）は、ど

こまでの機能をカバーしているのであろうか。

一般的に、食べ物としての評価は「嗜好」を満

足すべきてあろうが、商品としての市場性と

なれば、この「 つ機能」を総合評価考えるべ

きである。

米米のの食食材材かからら液液体体食食品品ややゲゲルル状状食食品品

（（ ））栄栄養養ババラランンスス飲飲料料

栄養バランス飲料は、外科手術後の栄養剤

として、上部消化管の機能が使える場合の栄

養管理として開発した。病院内で、鼻腔チュ

ーブ（内径 小児用以上）を使うので、

チューブ内で詰まらず定量的に流れることが

必須条件である。類似商品で病態別の栄養組

成（肝臓疾患用）にし医薬品として承認され

て現在も発売されているものもある。

この商品の調味は、長期投与が目的である

から、刺激がない淡白な味にすることが重要

である。従って「日本人の主食」食材である米

デキストリンやミルクタンパクを利用した。

その後に、薬局販売や一般用途の商品にする

為に、コーヒー味やスープ味に変えていった

のである。さらに、その後の営業ニーズによ

り、栄養バランスのままでゼリー状としてス

パウト付きの商品も開発した。これらの商品

も現在にいたるまでコンビニやスーパー等で

発売されている。

（（ ））ラライイススミミルルククのの製製造造

ライスミルクの製造では、他の剤形として

人造米やスパウトパウチ食品に比較して、製

品の物性の安定性が得られ難い。その理由は、

製品の内容物が外観からは観察できることで

ある。品質の劣化である容器底への沈殿物の

生成や油脂部分の浮遊や容器壁への付着が発

生しやすいことである。筆者は開発当初から

高性能の乳化機器を使い、当時の乳化安定さ

せる条件を見出すことに注力した。

図に示すように、米油、米タンパク質、米デ

キストリンの液糖を配合することで、市場で

販売されているバランス栄養食品と同様な、

栄養成分比率の食品が構成される。

問題は、液剤にした場合の長期安定性を維

持する技術である。米油脂を水に分散させる

ので、乳化状態での安定性が求められる。も

ちろん、乳化させたものが、カルシウムや、マ

グネシウムのような二価のイオン、凍結解凍

のサイクル、 の変化等により乳化安定性が

破壊されることを常に意識しておかなければ

ならない。

玄米から製造されるお米の成分でライスミ

ルクを構成することを検討する。ライスミル

クをドリンクタイプの栄養飲料として設計す

るには、内容液に安定性のある物性の原料を

使用しなければならない。
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むむすすびび

今回、提案するのは、お米をベースとして

栄養を完全に補填することが可能であること

だ。食品として、あらゆる場面で利用できる

食品にすることを考える。すなわち、次のタ

イプの食品の提供を提案している。

①災害時の非常食として長期保存に耐える

食品であるもの。

②病院の病人食として、手術後の栄養補給

の食品として、胃腸にやさしく消化が容

易で、投与が容易な低粘度の物性と均一

性を維持できる食品であるもの。

③健康な消費者が、日常的に個別に持ち運

びに便利で、欠食を補う食品であるもの。

これらの条件を満たすために、主原料とし

てのお米の取り扱いと、お米の栄養素をどの

ように組み合わせるか。お米の品種や季節の

変化により、栄養バランスにバラツキが出来

る場合に、必要なら他の食材を利用すること

も許容される。味も栄養的にも素晴らしい食

材であるお米を理想的な食品にグレードアッ

プすることを提案している。

①剤形でいえば、人造米のコンセプトを引

き継いだ米粒状の食品であること。

②液状の食品で牛乳のような食習慣に組み

入れられる食品であること。

③包装容器による使用や喫食する際の便宜

性をますことができる食品であること。

世紀は 年代の「緑の革命」により食

料生産が飛躍的にのびたが、人口も大幅に増

加したために、現在でも深刻な食料危機が心

配されている。 世紀の地球全体の平和と安

定をもとめて、食料の安定確保、貧困の解消、

自然環境の維持など、さまざまな課題の解決

にむけ、私たちひとりひとりの意識をかえる

努力が必要になっている。

図図表表 ラライイススミミルルククのの栄栄養養成成分分のの構構成成
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＜参考文献＞

江本三男「お米の機能性と人造米から完全食品へ」アマゾン＆ 年 月

江本三男「新たん白食材の可能性と評価」 と食品表示 年 月

江本三男「フェイクフードと向き合って」食品化学新聞 年 月 日

江本三男「食品コンサルタントと環境」食品化学新聞 年 月 日

江本三男「農業と食品業界における技術士の挑戦と役割」技術士 年 月

江本三男「農業と食品産業のイノベーション」技術士 年 月

江本三男「バングラデシュの食品産業」 と食品表示 年 月

江本三男「機能性食品へのこんにゃくの利用」食品工業 年 月

環境にやさしい オーガニック食材を食卓へ 

年までに
耕地の ％を有機へ
「みどりの食料システム戦略」（農水省）より

ＪＡＳ協会では、

「 毎月８日は 有機の日 」

キャンペーンに取り組んで

います。

詳細はＪＡＳ協会ＨＰを

参照してください。
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公益社団法人 日本技術士会は、文部科学省が実施する国家試験の代行機関で 部門の専門分野、

例えば農業・水産・生物工学・経営工学・建設・機械・電気電子・情報工学・環境・森林・衛生工学・

資源工学・総合技術監理部門などからなります。

本企画では、 と食品表示誌に「業界の動向」として、食品産業関連技術懇話会のメンバーが毎月

執筆をさせて頂いており、同懇話会が、農林水産省を始めとする諸官庁、独立行政法人等に対して「食

品産業に関する適時的な情報提供又は提案」をした最近の事例を紹介致しております。

当会の活動目標は、「産官連携による食に関連するテーマ」を取り上げ、フードサプライチェー

ン（種苗・栽培・養殖・肥育・処理・加工・包装・流通・喫食・廃棄）の過程での課題を抽出し、

専門家（技術士）として適切な提言をしてゆくことです。

第 回農林水産省と食品産業関連技術懇話会との定例会合の内容は以下の通りです。

１．期 日 年 月 日（月） ～

２．場 所 日比谷図書文化館、セミナールーム

（会場・ によるハイブリッド方式）

３．参加者 農林水産省１名、食品産業関連技術懇

話会 名（オンサイト） 名 参加

４．挨 拶

◎農林水産省 新事業創出専門官 小泉 勝利氏

・毎回、本懇話会には大変関心深く参加させて

頂いている。

・今回も食品ロス削減関連テーマと大事な内容であり、参考とさせていただきたい。

◎食品産業関連技術懇話会 田中 好雄会長

・総合テーマ「フードロス削減への様々なアプローチ」は国内外の重要なテーマである。

・横山技術士からは「フードロス発生原因と対策」、林技術士からは「水産物のロス軽減のため

の国内外で稼働するシステムの紹介」があった。

５．講 演（食品産業関連技術懇話会）

横横山山 勉勉氏（技術士 農業部門）

☆タイトル：「「フフーードドロロスス発発生生原原因因とと対対策策」」

・食品ロス削減推進法：喫食可の食品廃棄の削減（ 年 月成立）

約半分が家庭系→ 一般消費者へのアピールが重要

・食品ロスはフードチェーン全体で発生している。

・フードチェーン各ステップの食品ロスの原因

公益社団法人 日本技術士会 登録グループ

食食品品産産業業関関連連技技術術懇懇話話会会 活活動動報報告告

食品産業関連技術懇話会 会長 田中 好雄

▲ 農林水産省と食品産業関連技術懇話会の会合風景

農林漁業者：規格外、キズもの、未利用魚 食品製造業者：需要を上回る製造、表示ミスや破損

卸売業者：売れ残り、パッケージ破損 小売業者：デパート、最低陳列量、 ルール

外食事業者：作りすぎ、客の食べ残し 消費者：使い忘れ、食べ残しなど
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・農業ロスの原因：規格外、キズもの

・漁業ロス原因：未利用魚

・物流負担を軽減することも大事

以下、海外の農業スーパーにおける販売例

✓ イギリス規格外詰合せ 格安、環境配慮

✓ アメリカ 自宅配送：格安、中身ランダム

✓ フランスカルフール 規格外野菜（法律違反）だけを売る、闇市

→ の法律を改正する動きへと繋がった。

・食品製造業者における食品ロスの原因と対策

需要を上回る製造（特に季節品）

→「 」等活用し、廉売（当面の対応）、需要予測精度向上（本質的対応）

活用（過去の関係しそうなパラメーターを集め多変量解析により解析）

表示ミス、破損→原因を明らかにして再発防止をすること。

・卸売業者における食品ロスの原因と対策

売れ残り→販売予測精度向上、スーパー等で廉売、「 」等活用し、廉売

・デパート：最低陳列量→廃止すべき

・ ルール→緩和すべき（ 等）

・外食事業者における食品ロスの原因と対策

作りすぎ→販売予測精度向上、客の食べ残し→客のマナー向上アピール

・消費者（食品ロスの半分）における食品ロスの原因と対策

使い忘れ→ローリングストックで在庫確認、フードバンク等への寄付（写真）

食べ残しをしない。江戸川区食品ロスもったいない絵本コンテスト等の事例紹介

消費期限延長について

・未開封で、表示された方法による保存

保存試験を元に適度な安全係数（ ）を乗じて期限とするが、線引きは難しい。

・理化学試験、微生物試験、官能試験で評価

・官能試験について、官能検査士は常に体調を管理し、味覚、臭覚、視覚、テクスチャー等、い

ずれも評価基準があり、それに合わせて評価

・公認醤油官能検査員制度等説明

・フレーバーホイールは官能の特徴表現を一致させる。

・消費期限は同じ食品でも、製造方法等の違いにより違いがある。

・業務用冷やし中華の例：夏を越すと酸味が穏やかになる。賞味期限は カ月。

・食品期限表示設定のためのガイドライン見直し検討会発足（本日、消費者庁にて）

・消費期限延長技術について

✓ 微生物制御、無菌包装材料、ガス置換、脱酸素剤、酸化防止容器等

✓ 特にアクティブパッケージ†は増えている。

✓ 技術により、乳児用液体ミルクは製品 年間保存可（非常食としてのニーズ）

✓ 食品添加物の使用

✓ メイラード反応抑制、でん粉の老化抑制、糖質関連酵素の利用

食品ロス削減の関連事項

：株式会社クラダシが運営するフードロス削減を目指すショッピングサイト。フードロス削減を目指

し、賞味期限が切迫した食品や季節商品、パッケージの汚れやキズ・自然災害による被害などが原因で、消費可能

でありながら通常の流通ルートでの販売が困難な商品を買い取り、販売する。また、その売り上げの一部でさまざ

まな社会貢献活動を支援している。

† アクティブパッケージ：パッケージ内の環境を積極的に制御し、食品の鮮度を長期間保つ包装のこと。
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・食品リコール防止も重要である。

・社会の動きについて（抜粋）

年 月：公取委がセブンイレブン値引販売制限へ排除措置命令

年 月：虎屋が羊羹の賞味期限延長 9→12 カ月

年 月：ドギーバッグ普及委「お持ち帰り」ガイドライン制定

年 月：製･配･販連携協議会（経済産業省）発足、含返品削減

年 月：食品ロス削減のための商慣習検討ワーキングチーム（農林水産省）発足

年 月： 賞味期限間近商品の廉価販売 活動開始

年：需要予測の精度向上･共有化 経産省 日本気象協会

年：無印良品 種類の食品を量り売り

年：ファミリーマート家庭の不要食品を回収、寄付「フードドライブ」開始

年：「シノプス クラウド惣菜」 ロス削減･ 売上増加

活用で追加生産･適正値引きアラート→売上アップ・ロス削減

年：「リテールテック」小売業 の一環･自動値下げ、 活用急速に進展

人工知能（ ）カメラや電子棚札（デジタルサイネージ）を用いる。

値下げを自動で判断し、電子棚札に反映させる（値引きシール不要）

今後の課題

・賞味期限切れの販売事例等紹介

✓ 亀戸のスーパーサンケイでは、賞味期限切れを販売（ ）→その後、閉店

✓ マルヤス（埼玉県）では、現在も積極的に販売

✓ ネットの「もったいない市場」や「ヤオフク」でも販売されている
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✓ 小林製薬の紅麹、サッポロ開拓使麦酒仕立ての事例等紹介

✓ 期限表示ミス対策として、ラベルプリンターの事例紹介

・賞味期限ミス対策としては、間違い難くする配慮が大事。
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［質疑応答］

ガス置換包装で、酸素＋二酸化炭素の方法は、魚肉の酸素による酸化で色を保持するには不

適切である。
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（ ）林林 英英一一氏（技術士 水産部門）

☆タイトル：「「水水産産物物（（魚魚類類））加加工工時時ののロロススのの軽軽減減ににつついいてて」」（ 資料有）

水産物（魚類）加工時のロスの軽減に向けた骨肉分離機について動画を基に説明があった。

食品ロス軽減総合対策事業の実施と「食品ロス削減の新技術調査報告書」（令和 年（ 年）
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月 日）
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〇次回予定

第 回農林水産省と食品産業県連技術懇話会の意見交換会は、 年 月を予定。

場所：日比谷図書文化館、テーマ「国内外で注目される日本食文化のすばらしさに迫る」

文責：島田 道雄 技術士
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① 制度について
農林水産省 大臣官房新事業・食品産業部

食品製造課基準認証室 担当官

②食品表示について
宮城大学

名誉教授 池戸重信 氏

③品質管理概論
柴田 マネジメント㈱

代表取締役 柴田純男 氏

④確認テスト －

⑤食品の安全性
アース環境サービス㈱

学術部 次長 島﨑光臣 氏

⑥食品工場における

衛生管理

ジャパン・フードセイフティドクター㈱

代表取締役 池亀公和 氏

⑦品質管理活動の実際
（一財）日本食品検査 首都圏事業所

衛生検査部門 技術顧問 井上誠 氏

① 法及び

有機食品の検査認証制度

（独）農林水産消費安全技

術センター 担当者

②有機加工食品の日本農林規格及び

認証の技術的基準

（独）農林水産消費安全技

術センター 担当者

【Ａコース】

生産行程管理者・小分け業者

③各論：生産行程の管理又は把握の

方法及び格付の方法（外国格付表

示を含む）、小分けの方法及び格

付の表示の方法

【Ｂコース】

輸入業者

③各論：輸入品の受入れ・保管の方

法及び格付の表示の方法

（一社）日本オーガニック

検査員協会 丸山豊 氏

（一社）日本オーガニック

検査員協会 福川美代子 氏

ＪＡＳ講習会・セミナーのご案内

お申込み及び詳細は、ＪＡＳ協会ホームページをご覧ください。講義内容・講師は都合により変更となる場合がございます。
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の習得を目的としています。

●多彩な講師陣による講義は、食品工場や流通関係者から好評です。

カリキュラム・講師 対象

・食品製造業で、

品質管理や JAS 格付業務の担当者

・社員教育にも利用可能

日程

第 1 回：5/21（火）-22（水） 東京 終了

第 2 回：10/1（火）-2（水） 東京 受付中

第 3 回：未定

料金（非課税）

会 場：28,000 円～

ＷＥＢ：38,000 円～

お申込・詳細はこちら→

 有機加工食品ＪＡＳ講習会
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Ａｺｰｽのみ
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修了書

●食品に有機表示をするためには、JAS の認証取得が必要です。

●有機食品の認証制度、有機加工食品の JAS、認証の技術的基準につ
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